
【化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律体系図】

化 学 兵 器 表 剤
規制対象 砲弾、ロケット弾その他の政令で定める兵器であって、
物 毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を充てんし

たもの等
特定物質 第一種指定物質 第二種指定物質 有機化学物質、特定有機（表1剤） （表2剤） （表3剤）

（毒性物質、原料物質） （毒性物質、原料物質） （毒性物質、原料物質） （DOC/PSF）毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質 化学物質

規制対象 全 て の 人 （ 何 人 も ） 製造者、使用者、輸入者、 製造等（製造、抽出、精 製造者 30t超 製造者
者 全ての人（何人も） 製）者、使用者

有機化学物質 200t超
毒性物質 ＢＺ 1kg超 輸出入者 特定有機化学物質 30t超

ＢＺ以外 100kg超
禁止行為 ・製造許可、制限 原料物質 1t 超

①化学兵器の製造、所持、譲渡し、譲受け ・使用許可
②化学兵器の製造の用に供する目的での、毒性物質若しくは ・輸入承認、制限 輸出入者
これと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質の原料と
なる物質の製造、所持、譲渡し、譲受け 等 ・数量等記録許可製造者

製造等者、使用者 製造者 製造者規制内容
処罰対象 ・予定・実績届出 ・予定・実績届出 ・実績届出許可製造者、許可使用者

③化学兵器を使用して、それに充填され、又はその内部で生 ・実績届出
成された毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を発

許可製造者、承認輸入者、散させた者
許可使用者等④毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質をみだりに発

輸出入者 輸出入者散させて人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者 ・運搬の届出
⑤③、④の未遂罪 ・必要性消滅時等の廃棄 ・実績届出 ・実績届出
⑥①、②の違反者、未遂罪 ・事故届出
⑦化学兵器製造/使用予備罪

全ての人（何人も）⑧③～⑦の国外犯
・譲渡・譲受の制限
・所持の制限

立 入 検 査立入検査

毒性物質を取り扱う場所等 許可（承認）製造者の一部 届出製造・使用者のうち以 届出製造者のうち200t超の 届出者のうち以下の者
国際検査 ・国際機関による検査等 ・国際機関による検査等 有機化学物質 200t超下の者 者
（査察） ・監視機器設置 毒性物質 ＢＺ 10㎏超 ・国際機関による検査等 特定有機化学物質 200t超
等 ＢＺ以外 1t 超 ・国際機関による検査等

原料物質 10t 超
・国際機関による検査等

報 告 徴 収 報 告 徴 収 報 告 徴 収 報 告 徴 収 報 告 徴 収

国際機関による検査等（化学兵器禁止条約検証附属書第１部第３項に規定する「申立てによる査察」）


